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監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」

の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討について

2020 年 11 月６日付けで監査基準が改訂されたことを受け、監査基準委員会報告書 720

「その他の記載内容に関連する監査人の責任」（以下「監基報 720」といいます。）が改正

され、2022 年３月決算に係る財務諸表の監査から適用となります。

改正後の監基報 720 では、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査

報告書を除いた部分の記載内容（以下「その他の記載内容」といいます。）について、監

査人の作業を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求めることとしており、従

来以上の対応が必要となります。

会社法監査において、「その他の記載内容」は事業報告及びその附属明細書となります。

事業報告及びその附属明細書は、会計監査人の監査対象ではない点は従来と同様ですが、

改正監基報 720 では監査人は監査意見を表明しない場合を除き、「その他の記載内容」に

対する作業の結果を監査報告書に記載しなければなりません。このため、会社法監査にお

いて会計監査人は、監査報告書日までに、監査対象となる計算書類等に対する監査手続の

みならず、「その他の記載内容」に対する作業等を完了できるように、事業報告及びその

附属明細書の入手時期（注）及び手続も考慮した上で監査スケジュールを検討する必要が

あります。これにより、会社法監査報告書日が、従来に比較して後の日程となることも考

えられます。

会社法監査に関与される会員におかれては、高品質な監査を実施するための適切な監査

期間の確保へ向け、新年度の監査スケジュールについて、経営者や監査役等と監査計画策

定時から十分なコミュニケーションを行うことに留意してください。

なお、改正監基報 720 は法定監査又は任意監査を問わず、また、学校法人や非営利、公

会計等の企業以外の監査にも適用されます。これらの監査業務に従事する会員は上記と同

様に、今後それぞれの監査における「その他の記載内容」の範囲やその入手時期等にご留

意いただき実務を進めていただくようお願いいたします。

（注）監査人は、事業報告及びその附属明細書の最終版を適時に入手するため、経営者と適切な

調整を行うことになります。
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会社法監査のスケジュール検討例
監基報720の要求事項 その他の記載内容（事業報告及びその附属明細書）の通読及び検討、報告
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事業
報告

計算
書類

5/24 5/27 6/12

特定監査役が
事業報告を受領

監査役会の
監査報告

取締役会に
よる承認

株主総会
招集通知
発送期限

5/20

会計監
査人の
監査報告

（注）日付は株主総会の日付を6/27と仮定した場合の例示です。実際のスケジュールにつきましては会社と協議のうえご検討ください。
事業報告等の最終版は、経営者が最終版であることを表明した事業報告を指し、通常、経営者確認書の日付までに監査人に提出された事業報告となります。

5/23

会計監
査人の
監査報告

手続を踏まえてスケジュール
を検討する

会計監査人が
計算書類を受領

会計監査人
事業報告等の最終版

受領予定日
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